
品川区職員および教職員褒賞要綱

（制定 昭和５８年 ９月３０日区長決定 要綱第 ４２号） 

（改正 平成１９年 ４月 １日区長決定 要綱第 ６４号） 

（改正 平成２７年１１月２６日区長決定 要綱第５０４号） 

第 １  目   的  

こ の 要 綱 は 、 区 政 に 貢 献 し た 職 員 、 教 職 員 お よ び そ れ ら の

者 で 構 成 し て い る 組 織 に 対 し 褒 賞 の 意 を 表 わ し 、 そ の 功 労 に

報 い る こ と を 目 的 と す る 。  

第 ２  対   象  

こ の 要 綱 に よ る 褒 賞 の 対 象 と な る 者 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該

当 す る も の と す る 。 た だ し 、 同 一 の 事 由 に よ り 、 品 川 区 職 員

お よ び 教 職 員 表 彰 条 例 第 ２ 条 に 基 づ き 表 彰 さ れ た 者 を 除 く 。  

１ ）  職 務 に 関 し て 努 力 し 、 他 の 模 範 と な る 者  

２ ）  担 当 事 務 に 精 通 し 、 成 績 優 秀 な る 者  

３ ）  職 務 の 内 外 を 問 わ ず 、 地 域 貢 献 等 の 取 り 組 み を 行 い 、

そ の 功 績 が 顕 著 で あ る 者  

第 ３  手   続  

所 属 部 長 （ 行 政 委 員 会 等 を 含 む 。 ） は 、 対 象 と な る に 値 す

る 事 由 が 発 生 し た と き は 、 そ の 内 容 を 明 ら か に す る 書 面 を 添

え て 区 長 に 申 請 す る 。  

第 ４  決   定  

区 長 は 、 前 項 に よ る 申 請 を 受 け た 場 合 は 、 品 川 区 職 員 お よ

び 教 職 員 表 彰 審 査 会 の 意 見 を 聴 き 、 褒 賞 の 可 否 を 決 定 す る 。  

第 ５  褒 賞 の 方 法  

褒 賞 の 方 法 は 、 褒 状 お よ び 記 念 品 を 贈 呈 し て 行 う 。  

付   則  

こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

付   則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 付   則  

    こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ６ 日 か ら 適 用 す る 。  


